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昨年 9 月の理事会において、事務所設立委員
会を立ち上げ、順次、手続きを進めてまいりま
した。

まず、購入に際して理事会の承認を得ました。
次に総会において会員の諸先生方から承認をい
ただくことができ、いよいよ「会館建設積立金」
の取崩しに取り掛かりました。取り崩しにあた
り、日野博副会長、千葉良仁財務部長とともに
県庁に出向き、担当職員に相談。どんな結論が
出るのか心配でしたが、あっさり許可が下りま
した。

また、この相談と並行して物件探しを進め、
清水慎司委員長と協議をし、おもだった物件 3
件に絞り込み、物件の内覧、理事への説明、業
者との条件交渉と話がトントン拍子に進み、平
成 25 年 6 月 5 日（水）につつがなく契約とな
りました。

30 年以上にわたり会員の諸先生方から集め
られた積立金の重さは、私にとってかなりのプ
レッシャーとなり、契約前日は朝方まで寝付け
ないほどでした。しかしながら、この素晴らし
い事務所を購入することに関われたことを心よ
り感謝するとともに、会員の諸先生方が誇りに
思えるような事務所となるよう、これからも会
務に励んでいきたいと思います。

最後になりましたが、長年、事務所として一
室を提供してくださった伊藤昌芳会長はじめ、
ご家族には多大なるご迷惑をおかけしましたこ
とをお詫びするとともに、大変お世話になった
ことを、この場をお借りしてお礼を申し上げま
す。

また、事務所購入に際し、伊藤昌芳会長なら
びに理事役員のご協力と、会員の諸先生方のご
理解を、心より感謝申し上げます。
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平成 25 年度 忘年会のお知らせ
　毎年、多くの会員の諸先生方の交流の場として行われてきた忘年会。今年も年の瀬に近づき、
恒例である忘年会を開催する季節となりました。出会い、再会など、この機会に鍼灸師の諸先生
方との横のつながりを築いていきませんか。ご参加、お待ちしております。

日　時：平成 25 年 12 月 8 日（日）　18：00 ～ 20：00
会　場：QUEEN-MERRY（クイーンメリー）関内本店　045-662-4744
　　　　横浜市中区真砂町 3-32 ステーツサイドビル 2F
参加費：5,000 円（募集 40 名）
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平成 25 年 9 月 14 日（土）からの連休を利
用して宮城県の南三陸に行って参りました。平
成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災で大きな被
害を被った町です。隣町に親戚がいて、そこを
宿にし、案内をしてもらい南三陸の惨状をつぶ
さに見て参りました。海岸沖の栄えた町は、10
メートルを越える津波ですっかり流されて、瓦
礫の山になったそうです。2 年半を経た今は瓦
礫は片付けられ、沈下した岸壁の再建のためや、
崩れた山の補修のためにダンプがひっきりなし
に走っていました。テレビで放映された仮設住
宅や地元の再建にがんばっている「さんさん商
店街」で、ボランティアの若者たちの姿に触れ
させていただきました。今回の南三陸行きを決
めたのは個人や団体として何か出来ることはな
いかを探るためでしたが、物資は行き渡ってい
るように見えました。我われが何か出来ること
としたら、仮設住宅に鍼灸師レベルで個人的に
ご奉仕できるかもというくらいです。最後まで
避難を呼びかけた若き女性の声が何度も放映さ
れ、自身は津波に飲み込まれてしまった鉄骨だ
けの防災センターの前で線香をたむけ、ご冥福
を祈りました。

天災にしても人災にしても、事故であれ事件
であれ、日常生活が瞬時にして一変してしまう

ことは先の見えないことでは同じかもしれませ
ん。いろいろなことに遭遇しても、平穏な日常
が被災者・被害者に早く戻ってほしいと願った
ことです。私たちに出来ることは「いのり」だ
けなのかもしれません。ボランティアに行くと
きには会員の皆さまの協力をお願いします。

40 年の前に、私はある企業に就職して社会に
出ました。その企業には 1 年くらいしかいませ
んでしたが、今でも社歌がふっと胸に響いてき
ます。「人を愛する・・・の・・。」「仕事を愛
する・・・の・・。」「国を愛する・・・の・・。」
とみんなで歌った社歌ですが、人、仕事、国を
愛することなくして企業は存続しないのではな
いかと歌詞をもう一度にれはんでいます。鍼灸
師も人が好きでなければ、仕事が好きでなけれ
ば、生きがいを持つことはできません。国を愛
するということは私たちが拠って立つところ、
すなわち組織や仲間ですが、鍼灸業界を存続さ
せ繁栄させるのは会員の先生方という仲間で
しょう。神奈川県鍼灸師会は公益社団法人にも
認定され、横浜の馬車道に事務所をかまえるこ
とができました。会員の事務所ですので、鍼灸
業界を繁栄させるために大いに利用してくださ
い。そして、お互いに切磋琢磨していければと
思います。

巻頭言
会長　伊藤 昌芳

（公社）神奈川県鍼灸師会　主催

平成 25 年度 学術講習会のお知らせ
日　時：平成 25 年 12 月 8 日（日）　13：30 ～ 16：40（受付　13：00 ～）
会　場：横浜市技能文化会館　802 大研修室
　　　　1 時限目「ＹＮＳＡ（山元式新頭針療法）について」～半身不随・疼痛および不定愁訴への対応～
　　　　　講師：山元　 敏勝 先生　＜医療法人愛鍼会山元病院 理事長＞
　　　　2 時限目「うつと鍼灸治療」～鍼灸臨床で診る心～
　　　　　講師：岩泉 瑠實子 先生　＜医療法人洋光会 専務理事・東海医療専門学校 非常勤講師＞
受講料：会員 2,000 円　一般 4,000 円　学生 1,000 円
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パーキンソン病に対する鎮痛のポイントは、
下行抑制か上行抑制かを考えることが重要であ
る。鍼灸、注射などで交感神経刺激をすると直
後効果は得られるが、リバウンドを起こすこと
がある。トリガー注射はリバウンドを起こさな
い。鍼灸治療でリバウンドを起こさないように
するには副交感神経刺激の方法を知るべきで、
局所刺激のみの治療や阿是穴治療はよくない。
全身的なバランス調整が肝要であり、鍼灸も治
療法により得意とする病態があり、その特徴を
知るべきである。書籍『鍼灸大成』の内容を知っ
ておくと、治療に流用できる。

以下に、ポイントを羅列していく。
1）パーキンソン治療は、むやみに薬をやめる

と心臓疾患を誘導する恐れがあるため、注意
が必要である。

2）パーキンソン病の患者は、うつ状態の人が
多い。交感神経を刺激すると奉功することを
自分の力だと過信してはいけない。

3）交感神経優位で起こった疾患であり、まず
副交感神経優位にすることが重要である。

4）ドーパミンを分泌させるには、交感神経に
刺激を与えることが重要である。

5）今までの治療に、奇経治療と頭皮鍼治療を
加えることで改善効果が違ってくる。

6）個々の患者さんで症状は異なるため、固定
観念は捨てるべきである。

臨床医として永年にわたり診療に携わり、が
ん患者さんと接してきました。がんの手術をし
て再発また転移して、そして余命宣告をされ医
師から見放されながらも、前向きに人生をとら
え、がんと共生しながら生きていく患者さんと
の出会いや、米国では統合医学が評価され大き
ながんセンターで実践されている実態と、私自
身が行ったカルフォルニア大のデイヴィス校で
の学会発表において、ステージⅣの患者さんの
西洋医学の標準的治療である手術、抗がん剤、
放射線治療だけを受けた患者さんの 5 年生存率
が 17％であったのに対し、東洋医学、免疫療
法、温熱療法などを加えた統合医療の生存率は
67％となった。こういうことで、つまり心と身
体を切り離して別々にみる西洋医学の限界を感
じ、人間は心身一如であり、病める人が主役で
ある治療が必要であると痛感し、自然治癒力を
高めることを主眼としたホリステック医学がが
ん治療には必要であることを実感しています。

（抄録から引用）

学術講習会報告
副会長　学術部長代行　清水 慎司

【腰痛の分類】
・85％は非特異的腰痛
・10％は神経根症状
  （椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄）
・5％は悪性腫瘍、骨折、リウマチなど

■自律神経疾患
　「自律神経からみた鍼灸治療」
　―パーキンソン病の鍼灸治療―

水嶋クリニック　水嶋 丈雄 先生

１時限目

■がん疾患
　「現代養生訓ホリステックながん統合治療」
　―人生をイキイキ元気に生きるために―

恒川クリニック　恒川 洋 先生

2 時限目
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─ 100 号に引き続き、TOMOTOMO（友と
共に学ぶ東洋医療研修の会）代表の石川家明先
生より、若き鍼灸師に向けた流行る鍼灸院とは
何かをテーマに連載いただいております鍼灸院
の今昔ものがたり。今回は第 2 回として、鍼灸
と歴史的背景について語っていただきました。

鍼灸の社会的宣伝効果が爆発

当時（1970 年前後）の鍼灸院は、普通の家
で畳の上に布団を敷いて行うのがほとんどで、
わたしたち若手の一つの理想は「ビル開業」が
できることでした。今、鍼灸院で流行っている
ところは、その前からの老舗はさておいて、鍼
麻酔ブームの恩恵にあやかり繁栄の下地が作ら

れたと言っても過言ではありません。鍼灸の社
会的宣伝効果が爆発的に広がった、後にも先に
も唯一の時代だったかも知れません。

ところがそんな恩恵がありながらも、痛みを
上手に治せない鍼灸院から患者さんが流れる現
象が起きてしまいました。難治性の痛みはもち
ろんのこと、簡単な腰痛や座骨神経痛、膝・肩
の関節痛などの患者さんも、鍼灸院ショッピン
グしていることを親しくなると患者自身からこ
こが何軒目と正直に教えてくれるようになりま
す。治療法を詳しく聞くと、置針と必要条件で
ある軽い鍼の響きを得ていないやり方がほとん
どでした。若い時のわたしは、以前通われてい
た鍼灸院の治療内容を根掘り葉掘り聞いて確認
し、これならば「治せる」と心の中でニヤッと

鍼灸院の今昔ものがたり②
～流行る鍼灸院へのヒントを若き鍼灸師に～

鍼灸業界も時代に合わせ IT 化が進んでいる
ようです。

上の写真「GK カード」は、学術講習会など
研修の単位が認められている講習会の受付で

「ピッ」とかざすだけで、出席履歴がデータと

してインターネット上のシステムに入力される
学術講習会の単位管理システムです。

いつでもインターネットから自分の出席履歴
を確認できるとても便利なシステムで、すでに
他の師会では導入が進んでいました。

そして、遅ればせながら、この度、神奈川県
鍼灸師会でも導入が決定いたしました。現在、
12 月の講習会からスタートできるよう準備が進
められています。

このシステムを最大限活用していくため、
カードの配布方法をただいま理事会で検討中で
す。おそらくこの会報がお手元に届く頃には詳
細が決まり続報をお届けできると思います。

みなさん GK カードの案内をぜひお見逃しな
く。そして学術講習会やナイトセミナー、スキ
ルアップセミナーなどの研鑽の機会をぜひ有意
義にご活用ください。

これからは GK カード！受付でサッと出して“ピッ”！
学術委員　鷲田 伸二
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したものです。同じ治療をして治らないのなら
ば病そのものの難しさもあるでしょうが、器質
的な痛みなのに置針療法が施されていなけれ
ば、治療者が変われば治せる可能性が出てきま
す。ところが、周りの鍼灸院の速刺速抜の治療
がこの時から変わり始めたのでした。当時の日
本鍼灸師会会長は古典派の重鎮岡部素道先生で
したが、彼はほどなく会員に「痛みには置針を
するように」と通達を出したのです。それ以来、
置針療法が広まったようです。しかし、痛みに
対する鍼治療を世界が喧伝してくれている時期
にも、そのチャンスを生かせる人と、生かせな
い人が存在してしまうのが事実でした。

経済事情に浮沈する鍼灸院

空前の鍼麻酔ブームに後押しされた当時を壮
途に、鍼灸学校入学の倍率が一気に上がりまし
た。しかしながら、日本経済の浮沈に影響され
やすい我が業界は、その後、幾つかの経済ショッ
クに翻弄され続け、現行の経済不況下に突入し
ています。鍼灸業は他業種と違って売れない商
品を寝かす必要はなく、空いたベッドで自分が
寝ていればいい業種で楽であると嘯いていまし
たが、現在はそんな悠長なことは言っていられ
ません。ここ 40 年間でも、おそらくは、今ほ
ど経済事情の悪い時期はないかと思います。す
でに客層をつかんでいる鍼灸院は何とかやって
いけるのでしょう。ただ、これからこの業界で
生きていこうとする有為の若者が誇りを持って
この業界に居続ける自信を持つためにはどうし
たら良いのでしょう。鍼灸師の多くが、病者を
少しでも楽にしてあげたいと、この東洋医学の
道に志したはずです。自分をも患者をも騙さず
にして、この道を邁進したいに違いありません。
そして、その志の本質の部分は、経営の視点だ
けでは決して得られるはずがありません。

臨床能力を教えない学校教育

一方、鍼灸師を取り巻く環境は、あまりにも
不備であります。学校教育も社会教育も他医療
業種と比して貧弱極まっているのでしょう。そ

れでもインターネットのお陰で、今では簡単に
検索が可能となり、一つの項目を調べるのに図
書館で一日潰した若いころを思うと雲泥の差が
あります。しかし、基礎を習っていない我われ
は、解釈や自分のものにする過程において、は
なはだ心許ないことがあります。例えば私たち
の勉強会では、もう古典的笑い話になってしま
いましたが、当時、脈診舌診を習いに来た整形
外科医に、スタッフを医局レベルに鍛えてくれ
る約束を取り交わして、送り込みました。数ヶ
月後に深刻な顔で「鍼灸学校で習ったことと違
うことを教わっている。鍼灸学校ではウソを教
えているのでは？」と報告してきました。これ
が現状なのです。考えてもみてください。学校
では卒業したてで、臨床経験がほとんどないの
に、そのまま専任講師になるケースが多いので
す。30 年間で 5 校ほど非常勤講師を務めまし
たが、さまざまなケースを見聞してきました。
大動脈瘤破裂が始まっているのに、あるいは軽
度脳梗塞をおこしているのに鍼をするひどい例
を皮切りに、化膿性関節炎の生徒に鍼をしたり、
腎結石の疑いのある生徒に診断も治療もできな
かったり、あるいは HbA1c が 9％以上と分かっ
ているのに打膿灸をやってみたりなど、おそら
くは他の医療者が見たら顔をしかめるであろう

（あるいは卒倒する！）ケースを学校の講師た
る者が堂々と同僚や生徒の前で治療をしている
のです。鑑別診断をしていないということです。

「鑑別診断などはしなくていい。難しい患者は
病院へ送ればいい」と、こともなげに言う人が
いますが、その治療者は鑑別診断をしているか
ら患者を病院へ送れているのです。言っている
ことが矛盾しています。私たちは患者さんを不
幸にしてはなりません。そのためには真摯に西
洋医学を学ばなければなりません。私たちは患
者さんを幸福にしなければなりません。そのた
めには誠実に東洋医学を学ばなければなりませ
ん。

（つづく）
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平成 18 年の介護保険法の改正をきっかけに、
介護予防の分野が特に脚光を浴びるようになり
ました。養成講座を受講し、地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センターによる研修終了試
験に合格すると「介護予防運動指導員」という
民間資格が取得できます。

その名称から単なる運動療法、特に筋力強化
に特化しているような印象をもたれるかもしれ
ませんが、口腔ケア、低栄養予防なども含め、
介護予防に関する幅広い知識・技能を修得する
ことができます。また、この資格を持っている

と、体の衰弱、転倒、軽度認知症といった老年
症候群のリスクを、その場で判断できる介護予
防診断を実施できます。

今年度の（公社）日本鍼灸師会の主催による
介護予防運動指導員養成講座を、神奈川県横浜
市で開催することが決定いたしました。

超高齢化社会に突入し、この養成講座で得る
知識は、患者さまに対しての生活指導や ADL
向上におけるアドバイスに役立つと思いますの
で、ふるってご参加いただけますよう、よろし
くお願い申し上げます。

介護予防運動指導員養成講座 開催のお知らせ
業務執行理事　保険担当　服部 政博

介護予防運動指導員 養成講座
【開催日程（全 5 日間）】

平成 26 年 1 月 13 日（月・祝）、19 日（日）、2 月 11 日（火・祝）、16 日（日）、23 日（日）
受講時間 9：00 ～ 18：00（※ 1 月 13 日は 10：00 ～）

【会　場】
横浜市技能文化会館（※ 2 月 16 日はミナト医科学株式会社横浜営業所で実技研修）

【受講料】
会員　65,000 円（一般　75,000 円）

【募集定員】
40 名（先着順）
【受講資格】

医師　歯科医師　保健師　助産師　看護師　准看護師　理学療法士　作業療法士　言語聴覚士
ケアマネジャー（介護支援専門員）社会福祉士　介護福祉士　歯科衛生士　ホーム健康運動指導士等

柔道整復師 　栄養士　はり師　きゅう師　あん摩マッサージ指圧師　などの有資格者。
ヘルパー 2 級以上で実務経験 2 年以上の方。

【受講内容】
介護予防統計学、介護予防概論、認知症予防特論、行動科学特論、低栄養予防特論、

リスクマネジメント、介護予防評価学、口腔機能向上特論、高齢者筋力向上トレーニング特論、
転倒予防特論、失禁予防特論の 11 科目 31．5 時間

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－
【問い合せ先】

介護予防運動指導員養成講座 窓口　担当：吉田　☎０４５－２２８－８９４６
（火曜日・木曜日　9：00 ～ 18：00）
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平成 25 年 7 月 28 日（日）、本会の新事務所
において標記の研修会が行われました。ご参加
いただきました会員の先生方には暑さが厳しい
中、またご多用の中、お越しいただきありがと
うございます。また、受付や資料の配布等をお
手伝いしてくださった先生方、感謝いたします。

この研修会では吉田保険部長が急用により欠
席したため、私一人での進行でしたが、質問が
今までで一番というくらいあり、あっという間
の 90 分でした。本会の療養費取扱い要件とし
て年 1 回の研修会参加となっておりますので、
欠席された先生は次回出席され、ご質問いただ
けましたら幸いです。

■ 平成 25 年 5 月 1 日より施行の療養費支給に
関する変更で注意点を挙げますので参考にし
てください。

１．レセプトの「施術証明欄」の住所の上にあ
る余白部分に「保健所登録区分　1 施術所
所在地　2 出張専門施術者所在地」と記載
し、1 か 2 の該当部分に○をつけるように
なりました。ＤＫシステムをお使いの先生
は印字されます。手書きの先生は記載する
か、毎月のことですからゴム印の作成もご
検討ください。

２．同じく「施術証明欄」に施術者の免許番号
の記載が追加されましたが、従来通り会員
の先生方には「施術者登録番号」を記載し
ていただければ、免許番号の記載は必要あ
りません。

■ また、本会事務所が移転になったことにより、
平成 25 年 10 月施術分のレセプトから下記の
内容に変更してください。（本会のみです）

※ 本会に請求されている会員には、9 月 18
日に見本の療養費支給申請書と共に個別で
通知済み。

１．レセプトの「支払機関欄」（会長委任のみ）
①金融機関名・支店名：横浜銀行 関内支店
　（金融機関コード：０１３８　店番号：３１０）
②口座番号：普通　６０３３４６０
③口座名義人：公益社団法人　神奈川県鍼灸師会

会長　伊藤 昌芳　口座名義人フリガナ　　
シャ）カナガワケンシンキュウシカイ

２．レセプトの「委任欄」（会長委任のみ）
①代理人住所：横浜市中区海岸通り４－２１　

倉田ビル５階
②代理人氏名：公益社団法人　神奈川県鍼灸師会

会長　伊藤 昌芳

平成 25 年度 第 1 回療養費適正運用研修会
業務執行理事　保険担当　服部 政博

ご不明な点のある方は、下記の番号までお問い合わせください。
療養費 窓口　担当：吉田　☎０４５－２２８－８９４６

（火曜日・木曜日  9：00 ～ 18：00）

療養費支給申請書（見本）
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平成 25 年度理事会報告
事務局長　保険部長　吉田 志郎

第 1 回理事会（抜粋）

平成 25 年 4 月 21 日（日）　17：30 ～ 19：30
会場：ミューザ川崎　第 1 会議室
出席：伊藤、日野、千葉、服部、喜多見、下田代、

秦、菅澤、吉田（書記）、
　　　沼上（相談役）、神山（監事）、石田（監事）
欠席：清水
議事録署名人：伊藤、神山、石田
報告 1：公益社団法人登記の件
　公益社団法人の登記が、4 月 1 日付で無事完
了した。

（千葉財務部長）
報告 2：学校説明会の件

2 月末から 3 月上旬にかけて、県内 5 校の鍼
灸専門学校に対して業団説明会を行った。

（喜多見組織共済部長）
議事 1：平成 24 年度事業報告（案）・決算報告（案）

の件
平成 25 年度定時総会で報告する標記内容につ

いて詳細に確認を行い、全会一致で承認された。
（日野総務部長、千葉財務部長）

議事 2：平成 25 年度定時総会の件
平成 25 年度定時総会を、5 月 19 日（日）に

開催することが、全会一致で承認された。
（伊藤会長）

以上

臨時理事会〈1 回目〉（抜粋）

平成 25 年 5 月 19 日（日）　定時総会前
会場：川崎市医師会館　6 階講堂
出席：伊藤、日野、千葉、服部、喜多見、下田代、

秦、吉田（書記）、
　　　沼上（相談役）、神山（監事）、石田（監事）
欠席：清水、菅澤
議事録署名人：伊藤、神山、石田
議事 1：平成 25 年度事業計画及び予算の件

　標記の件については、既に 3 月 10 日の臨時
総会で承認を得ているが、4 月 1 日の公益法人
移行認定を受け、新法人の理事会承認が改めて
必要とのことから本理事会にて諮り、全会一致
で承認された。

（伊藤会長）
議事 2：入会案内パンフレットの件

公益社団法人移行認定に伴い、新しい入会案
内パンフレットの作成が必要なため、2 回にわ
たり作成委員会を開催し案を練った。今までの
A4 三つ折りから A3 二つ折りに変更する案が提
示され、全会一致で承認された。

（喜多見組織共済部長）
議事 3：事務所購入の件

この度、みなとみらい線馬車道駅至近に予算
内で購入可能な物件が見つかり、本日午前に事
務所設立委員 4 名で内覧を行ったところ事務所
に適していると判断された。ついては物件の購
入交渉に入ることについて審議がおこなわれ、
全会一致で承認された。

（服部事務所設立委員）
以上

第 2 回理事会（抜粋）

平成 25 年 6 月 23 日（日）　17：30 ～ 20：00
会場：横浜市開港記念会館　会議室 3 号室
出席：伊藤、清水、日野、千葉、服部、喜多見、

下田代、秦、菅澤、吉田（書記）、
　　　沼上（相談役）、神山（監事）、石田（監事）
議事録署名人：伊藤、神山、石田
報告 1：事務所物件購入の件

標記の件については、購入物件を 5 月 19 日
に内覧、臨時理事会承認を経て商談に入り、6
月 5 日に契約締結をおこなった。6 月 19 日に
は権利書も届き、購入は無事完了した。

（服部事務所設立委員）
議事 1：業務執行理事選任の件
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定款により、代表理事（会長）以外の理事か
ら 4 名以内を理事会において業務執行理事に選
定できるとされており、清水副会長、日野副会
長、千葉財務部長、及び服部保険担当が候補に
あがった。採決の結果、全会一致にて上記 4 名
が業務執行理事となることが承認された。

（日野総務部長）
議事 2：事務所名称の件

新事務所の名称を「公益社団法人　神奈川県
鍼灸師会」とすることが提案され、全会一致に
て承認された。

（日野総務部長）
議事 3：定款変更及び臨時総会開催の件

事務所移転、また会運営の実態に合わせて定
款の変更案を作成した。定款変更のためには、
会員の 3 分の 2 以上の出席（委任状含む）を要
件とした臨時総会による承認が必要であり、7
月 28 日（日）に臨時総会を開催したいとの案
が出され、定款変更案および臨時総会開催につ
いて、全会一致にて承認された。

（日野総務部長）
以上

臨時理事会〈2 回目〉（抜粋）

平成 25 年 7 月 28 日（日）　臨時総会後
会場：（公社）神奈川県鍼灸師会
出席：伊藤、清水、日野（書記）、千葉、服部、

喜多見、下田代、秦、菅澤、
　　　沼上（相談役）、神山（監事）、
　　　石田不二夫（監事）、石田伸（財務副部長）

欠席：吉田
議事録署名人：伊藤、神山、石田不二夫
議事 1：事務所運営及び事務員の件
①「事務所管理・運営規程（案）」を、「事務所

利用申請書」を追加で作成することを条件に
承認された。

②「事務所管理・運営規程細則（案）」については、
実務者に委任、また状況変化に対応して修正
変更することを含め承認された。

③「給与支給規程（案）」については、理事と
事務員の兼務が適法となるように作成したも
ので承認された。また、事務職の社会保険、
労働保険については、対象機関に詳細を調査
した後に検討することで承認された。

④ 「雇用契約書」は、雇用開始を 8 月 1 日とす
ることで承認された。

⑤ 「業務日報」に日々の業務内容を記載し、理
事 ML に配信、同じものを紙ベースで事務所
に保管することで承認された。

⑥ 「委嘱状」については、事務員としての委嘱
期間は理事役員の任期と同一（再雇用あり）
とすることで承認された。

（日野総務部長）
議事 2：組織部より提案の件

入会案内作成委員会より、本会の事業展開の
抜本的な改革が必要との提案がなされ、委員会
名称を改め、「入退会対策委員会（仮称）」を設
置する。委員には新たに会長と業務執行理事が
加わることで承認された。

（喜多見組織共済部長）
以上
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定時総会

公益社団法人となって初めての定時総会が、
平成 25 年 5 月 19 日（日）午後 2 時 10 分より、
川崎市医師会館 6 階講堂において開催されまし
た。

定時総会は、神山靖雄監事の開会の辞にはじ
まり、伊藤昌芳代表理事の挨拶の後、沼上一夫
議長の下で上程された議案について、各担当理
事からの説明の後、全会一致ですべての議案が
承認されました。下記 7 号までの議案が順次承
認された後、石井不二夫幹事の閉会の辞を以っ
て、滞りなく閉会となりました。
第 1 号議案　平成24年度事業の件
第 2 号議案　平成24年度決算報告の件
第 3 号議案　平成24年度監査報告の件
第 4 号議案　平成25年度事業計画及び予算の件
第 5 号議案　役員報酬支給規程一部改正の件
第 6 号議案　平成25年度事業方針の件
第 7 号議案　公益社団法人移行認定の件

臨時総会

平成 25 年 7 月 28 日（日）に、川崎から移
転した横浜馬車道の本会事務所において臨時総
会を開催いたしました。

この度の臨時総会は、本会の事務所移転に伴
う定款変更が主な議案となりました。定款に記
載されている文言の細かい修正や変更部分につ
いての説明と質疑応答を経て全会一致で承認さ
れました。
第 1 号議案　定款変更（案）の件

定時総会および臨時総会の議案内容は、公益
社団法人神奈川県鍼灸師会のホームページをご
覧ください。

（URL　http://kanagawa.harikyu.or.jp/）

平成 25 年度 総会報告
副会長　総務部長　日野 博

平成 25 年 8 月 4 日（日）、さいたま市大宮
区の清水園において行われた平成 25 年度関東
ブロック会議に初めて参加させていただきまし
た。

この度のテーマは「次世代鍼灸ビジョン」と
いうことで、公開講座には日本統合医療支援セ
ンターの織田聡代表理事をお招きして「日本の
医療と鍼灸ビジョンの連携」というタイトルで

「真の統合医療とは」や「これからの鍼灸に求
められるもの」など、ご提案を含めて大変わか
りやすくお話をいただきました。中でも印象に

残ったのは、医師をはじめとし、今後、時に看
護師や薬剤師、コメディカルなどとも連携をと
ることも必要で、連携を強めていくという点に
おいて、まず鍼灸の「可視化」が必要であると
いうこと。「鍼灸院というところは何をしてい
るのか解らない」というのは問題であり、治療
室の閉じた世界は、これからは許されなくなっ
てくる。医師とのコミュニケーションのために
最低限の病態知識が必要であるし、患者さんに
は正しい言葉遣い（医学用語）も用いていく必
要があるということ。そして他の CAM（補完

関東ブロック会議に参加して
会員　川崎市　小宮 猛史
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代替医療）を排他するのではなく「批判的寛容」
という姿勢が必要であるということでした。

もうひとつ記憶に強く残ったお話は、対面診
療に時間をかける鍼灸治療の特徴が生かされ、
他の医療では得られなかった情報を引き出すこ
とができ、より有効な医療（治療）を提供する
ことができた実話。臨床中、患者さんから大切
な情報を得ることができたとしても、その吸い
上げた情報をしかるべきところに提供せずに終
わってしまい、本来患者さんが得られたはずの
より質の高い医療を受けられずに終わらせてし
まった例が自分にはあったのでないか？と深く
考えさせられました。

織田先生のセンターでは、鍼灸専用のタブ
レット端末や、将来的に病院とも接続できるよ
うな電子カルテの開発をされていて、使用料金
は新患さんをひとり増やした程度の料金（つま
り月額 4,000 円くらい）でできるくらいを考え
ているとのことで、これからの展開に大いに期
待し、大変興味深く拝聴させていただきました。

以上が報告となりますが、ここからはわたく
し小宮の、一会員の個人的意見として読んでい
ただければと思います。

このようにシステムをしっかり作ることや学
術面で鍼灸師の質を高めることや保険の扱いを
整えることも大変重要なことなのですが、これ
らは鍼灸界の内部を整えることで、すでに鍼灸
にかかっている方・かかろうとしている方（行
動をおこしている方）が対象のように思えま
す。もちろんそれでよいのですが、日頃臨床を

おこなっている際や、いろいろな人と話してい
る中で感じることは「鍼灸」という治療の認知
度の低さです。残念ながら我われが無資格とし
て批判する「整体」のほうが世には知られてい
る悔しい現実があります。その理由の一つとし
て、芸能人などがテレビ番組をはじめとするメ
ディア媒体などで「整体に行ってきました」と
いう話が頻繁に出ていることにもあると思いま
す。「鍼灸に行ってきた」ではなく「整体」で
す。ともすれば一般の人は「整体」のほうが医
療として高い位置にあり、国家資格である鍼灸
や按摩指圧マッサージは下にみられている可能
性も十分考えられます。我われ個人としてでき
る努力は惜しみなくおこないますが、日本鍼灸
師会には組織でなければできない行動を期待し
てしまいます。私が期待してしまう次世代鍼灸
ビジョンは「広告の制限の緩和・撤廃」などの
法整備です。国がさまざまな理由をもってして
整体やカイロなどの無資格医療を制限できない
のであれば、逆に我々資格者に課されている法
的な制限を緩めていただきたい。そして CM な
どメディアを利用できるようにして、まずは「鍼
灸」という名前の認知度を高め、イメージアッ
プにつながる戦略をたててほしい。

すでに迎えつつある超高齢社会ですが、対象
は高齢者だけではなく、若い世代にも向けて「鍼
灸」という治療法の存在を知らしめることも非
常に大事だと考えます。知らなければ始まりま
せん。これからもクチコミだけに頼れば風をお
こすことは今後も難しいと考えます。一部の人
気のある鍼灸院は大丈夫かもしれませんが、こ
れから育っていこうとする若い鍼灸師はなかな
か食べていくことは難しい状況だと聞きます。
日本鍼灸師会には、鍼灸師のレベルアップと組
織の基盤を充実させる活動と同時に、法整備に
向けて（政治家の方へ）の交渉を是非お願いし
たいと思いました。無理難題かもしれませんが、
生き残っていくための私の切実な願いです。

講演をする織田聡先生と会議風景（提供：埼玉県鍼灸師会）
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雇用のための広告を始めました
会員　横浜市　永島 達矢

日本の鍼灸がより発展するための一つとして
各院が雇用を生み出し、そして鍼灸師を育てる
事は大切でしょう。けれど、いざ雇用される側
の者を探すのは大変なことです。実際にスタッ
フを募集することになりますと、業界紙に掲載
して募集するか、知人の紹介に頼るか、はたま
た成功報酬型の業者に依頼するかになるでしょ
う。ところが現状として業界紙掲載は本の発行
までに時間がかかるうえに応募してくる人数が
少ない。知人の紹介も被用者に辿り付き難い。
成功報酬型に到っては高額な金銭がかかってし
まう。雇い主としても良き施術家の雇用は大事
ですが、時間をかけてばかりもいられず被用者
確保はホトホト困ることが多いです。

そこで神奈川県鍼灸師会にて鍼灸師の雇用を
取り持って頂けるハローワーク的な事ができな
いか相談に乗っていただきました。理事の方々
が親身になって相談に乗ってくださり、まずは、

「会が雇用体勢を取っても大丈夫か有識者に聞
いてみてください」とのことで、弁護士に相談
にいきました。弁護士は鍼灸師会が雇用体勢の
バックアップをすることは法的に問題ないこと

と、労働基準監督署にいけば適切なアドバイス
をもらえることと、定款を変更する必要がある
意見をいただき、そこからは理事が動いてくだ
さりました。また公益社団法人格を取得してい
ますと信用度が高いので、この様なシステム作
りに対しても強いようです。理事会にて定款変
更の承認をいただけて、労基署への申請、登録
も順調に進みました。労基署からは斡旋業務に
ならない範囲での活動が最良とのアドバイスで
した。神奈川県鍼灸師会のホームページに求人
募集のページを掲載いただき、求人募集がある
鍼灸院は、そのページに広告を出して被用者か
ら直接連絡を待つ形で開始することになりまし
た。費用はかかりません。

今後、問題点などの意見を賜り、より良い雇
用システムを作っていけたらと思います。人材
の必要時には、是非ご活用を願えればと思いま
す。また、このシステムがあることを会員の先
生方に口伝で広めていただけると有難いです。

最後に、このシステム作りに御尽力賜りまし
た日野博先生には心から感謝しております。

求人募集を行いたい場合は、下記の番号までお問い合わせください。
求人募集 窓口　担当：吉田　☎０４５―２２８―８９４６

（火曜日・木曜日　9：00 ～ 18：00）

トップページから「求人情報」をクリック 依頼のあった求人情報がご覧いただけます
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スキルアップ講座参加報告
会員　横須賀市　小澤 大輔

昨年まで「経営セミナー」として行われてき
た本講座ですが、今年度から「スキルアップ講
座」として、平成 25 年 8 月 18 日（日）15:00
から新しく馬車道に移転された本会事務所にお
いて開催されました。

講師に、本会会員でわしだ鍼灸院院長の鷲田
伸二先生をお招きして「国立がん研究センター
緩和医療科鍼灸治療室での取り組み」という演
題でご講義をいただきました。鷲田先生は開業
のほか、平成 24 年度から国立がん研究センター
中央病院緩和医療科鍼灸治療外来研究員として
在籍されております。

国立がん研究センターで鍼灸治療が行われて
いるのは既知のことでしたが、その実際や実例
に触れる機会はほとんどなく、たいへん興味を
惹かれました。

国立がん研究センターでは、医師が「鍼灸治
療適応」と判断した患者のみ、無料で治療して
いるそうです。緩和医療における鍼灸治療は、
患者側のニーズの高さもさることながら医師が
鍼灸治療の効果を高く評価している事実も知る
ことができました。

そこで鷲田先生の鍼灸師チームは、医師向け
に鍼灸治療をもっと平易に理解を深めてもらう
という意図で、医師向けの鍼灸研修プログラム

を作成している最中だそうです。今回の講座で
は、この研修プログラムをスライドにしたもの
をご提示いただき、緩和医療に医師と鍼灸師が
チーム編成し、共通の認識のもと介入していく
方法をマニュアル化するという大変難しい作業
をされているところを見せていただきました。

この研修プログラムは医師が鍼灸治療を習得
するためのものではなく、あくまで鍼灸治療に
対して医師と鍼灸師が相互理解を深めるため

「鍼灸の見える化」を図っているものだそうで
す。

近年の鍼灸臨床の現場において、がん患者ま
たは、かつてがんに罹患したことのある患者の
治療を担当することは珍しくありません。むし
ろ増加傾向にあると思います。

ご講演終了後の質疑の中で、フロアの会員か
ら「乳がんの症例で、リンパ廓清をしている症
例としていない症例では、鍼灸治療の適応・不
適応の明確判断基準があるのか」などリアルな
質問が出ていました。

このように医師だけではなく鍼灸師同士の鍼
灸治療の見える化も、あらためて必要性を感じ
させる一幕もありました。

本講座を機に本会内でもがん患者に対する鍼
灸治療の情報の共有化に発展してくことを期待
します。

また、ぜひ続編の講座設定を切に望み、締め
の言葉とさせていただきます。

講演をされる鷲田伸二先生（右）
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　各所で 40℃を超える猛暑を観測した暑い夏も終わ
り、比較的涼しい秋がやってきたなと感じたのも束の
間、10 月とは思えない暑さがぶり返してきました。こ
こ最近の天気は、異常という言葉がぴったりくる日々
が続いています。人の身体も、天候の変化にはついて
いけないようで、この夏の暑さにやられ、疲労が抜け
ず、寝ても疲れが取れないとか、足がつってしかたが
ないといった患者さんが多く来院されている気がしま
す。そんな患者さんは、首を温めたり、臀部や内腿を
緩めたりするだけで改善するので、比較的、結果がよ
く出ています。
　今年は、2020 年のオリンピックが東京に決定した
年でした。滝川クリステルさんの「お・も・て・な・し」
という流行語も生まれ、大いに盛り上がる一方、東北
の被災地にもっと予算を割いた方がいいのではないか
との懸念も聞かれました。そして来年には消費税も 8％
となります。主に自費診療をしている先生にとっては
事実上値上げになるわけですが、その値上げ分は国に
納めるわけで、売上げが増すわけではありません。そ
の納められる税金を、ぜひとも有意義に使っていただ
きたいものです。
　今年は神奈川県鍼灸師会にとっても、大きな船出と
なった年でした。3 月に公益社団法人に認定され、6
月に横浜の馬車道に事務所を購入。そして、若い鍼灸
師が入りたいと思えるような魅力ある団体にするため
に、現在、動き始めています。その流れを、少しずつ
ですが、会報に載せていければと思います。
　毎年恒例の日本鍼灸師会主催の全国大会ですが、今

年は岡山県でおこなわれました。遠い場所だったにも
関わらず、神奈川県からは 14 名の参加者があり、初
日の懇親会では、初めてお目にかかる神奈川県の先生
とも交流でき、いろいろと興味深い話を聞くことがで
きました。興味深いと言えば、広報普及委員会の講座『鍼
灸師に求められるコミュニケーション能力』と題した、
元日本航空客室乗務員教官であらせられる川端香織先
生の講演でした。テクニカルスキル（専門技術）とヒュー
マンスキル（コミュニケーション能力）の講義で、意
図したことを正しく伝えるためのヒューマンスキルの
ノウハウを勉強させていただきました。すごく基本的
なことですけど、いざ勉強してみると、その奥深さ、
難しさを、身をもって体験させられました。
　12 月には、恒例の忘年会が行われます。あまり会
の行事においでになられない諸先生方とも、いろいろ
な話をしたく思います。ぜひ、足をお運びいただき、
鍼灸業界の未来を明るくするために、語り合いましょ
う！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （H）
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